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はじめに 
2026年4月から社会全体で子育て世帯を支えるための
財源を安定的に確保することを目的に、「子ども・子育
て支援金」制度が創設されます。既存の「少子化対策予
算」の一部を“支援金”という新しい仕組みで補う予定で、
企業にも実務対応が求められます。以下、その内容につ
いて解説します。 
 
制度の概要 
「子ども・子育て支援金」は、現在の医療保険制度の中
に位置づけられ、健康保険料と合わせて徴収される見込
みです。（介護保険料と同様の仕組みで労使折半となる
見込みです。） 

 
支援金の使途は、次のような少子化対策関連施策に充て
られる予定です。 
 

 保育所・学童保育等の拡充 
 児童手当の拡充（所得制限撤廃・給付増額） 
 育児休業中の所得保障強化 
 妊娠・出産期からの伴走型支援 など 

 
企業・従業員の負担イメージ 
被用者保険の被保険者に対する金額は、標準報酬月額
(標準賞与額)×支援金率（約 0.3％～0.4%程度）で計
算された金額を労使折半となる見通しです。仮に月給
30 万円の従業員であれば、事業主・本人ともに月約450
～600 円ずつ負担するイメージです※。 
※支援金率は2025 年11 月 17 日現在で未確定です。 

給与計算実務上の留意点 
(1) 保険料率の改定対応 
支援金制度の開始は 2026 年 4 月（5 月納付分）からの
予定ですが、例年同時期に通常の健康保険料・介護保険
料の改定（例:毎年 3 月頃）も行われるため、保険料率
の改定情報についても注意してください。 
 
(2) 端数処理の取り扱い 
支援金の計算は「標準報酬月額 × 支援金率（小数点以
下は切り捨て）」となる見込みです。 
 
(3) 給与明細上の表示 
従業員への説明責任を考えると、可能であれば「健康保
険料（うち支援金〇〇円）」など、明細書や社内掲示で
情報を可視化してもよいでしょう。 
 
就業規則・社内制度への影響 
支援金は保険料と同様の性格を持つため、原則として就
業規則改定などの必要はありません。ただし、以下のよ
うな関連分野では影響が出る可能性があります。 
 
 会社負担分の社会保険料の増加 

→人件費予算や労務費計画への反映が必要。 
 産休・育休中の保険料免除の扱い 

→支援金分も免除対象とする方向で検討中。 
 
まとめ 
「子ども・子育て支援金制度」は、今後数十年にわたり
少子化対策の財源として定着していくと見られます。中
小企業にとっては、負担額そのものはそれほど大きくあ
りませんが、給与計算・社会保険手続きの改定対応を確
実に行うことが求められます。本件に関する新しい情報
に引き続きご注意ください。 

子ども・子育て支援金制度

の創設について 

2026年4月から、少子化対策の促進のため、
健康保険料、介護保険料に付加して納める
「子ども・子育て支援金」制度が始まります。 
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はじめに 
現在、健康保険において被保険者（従業員）の家族が「被
扶養者」として認定を受けるためには、被扶養対象者の
年間収入が一定の基準を下回ること、かつ被保険者の年
間収入の２分の１未満であることが要件となっていま
す。 
 
具体的には、原則として「年間収入 130 万円未満（60
歳以上または一定の障害者の場合は 180 万円未満、19
～23 歳（配偶者を除く）なら 150 万円未満）」という
水準が設けられています。 
 
今回、2026 年 4 月 1 日以降の認定日分から、被扶養者
認定の際の「年間収入」の考え方・判定方法が改正され
ることになりました。以下、現時点の情報を解説します。 
 
改正の内容 
従来は「実績収入」「現時点の収入」「将来の見込み」な
どを総合して認定対象とする運用がされていました。
2026 年 4 月以降は、労働契約で定められた賃金から見
込まれる年間収入等を基準に認定する運用が明確化さ
れます。 
 
具体的には、労働契約書に記載された賃金を年収換算し
て認定判断を行うことが見込まれます。例えば時給と週
所定労働時間に応じて、次のように年間収入を計算する
ことが想定されます。 
 

例: 
・1,100 円×週25 時間×年間52 週＝143 万円 

⇨ 扶養認定されない 

 
・1,200 円×週20 時間×年間52 週＝124.8 万円 

⇨ 扶養認定される 

 

含まれる収入とは 
この年収換算において、臨時的な収入（ボーナス・賞与・
繁忙期の残業代など）が発生して年間収入が基準を超え
ても、社会通念上「臨時的」と判断される範囲内であれ
ば、被扶養者の認定を直ちに取消す必要はない、との見
解が示されています。（逆に、「ボーナスは基本給１ヶ月
分」などと明記されているものについては、臨時的なも
のと判断されない可能性があるでしょう。） 
 
労働契約書がない場合 
労働契約内容を確認できる書類がない場合は、従来通り
勤務先から発行された収入証明書や課税（非課税）証明
書などにより年収要件を判定します。 
 
これらの証明書の年間収入が基準金額を超えていたと
しても、臨時収入部分が社会通念上妥当な範囲であると
認められた場合は、必ずしも扶養認定は取り消されませ
ん。もちろん、被扶養者となるために不当に労働契約上
の賃金を低く記載していたことが判明した場合などは、
扶養認定が取り消されることがあります。 
 
労働契約変更の場合 
被扶養者となる人の労働条件（賃金・勤務時間・契約期
間）に変更があった場合、その内容に基づいて認定をあ
らためて実施する必要があります。 
 
つまり、扶養手続きを担当する事業所では、従業員の被
扶養者の労働契約内容（契約更新、勤務時間変更、昇給・
降給、契約期間の変更など）をチェックする必要が発生
する見込みです。 
 
現実的には年 1 回程度行われる扶養調査の都度、被扶養
者の「最新の労働契約書」の提出を求めるような事務が
想定されます。 

被扶養者の収入要件確認の 

際のルール変更について 

2025 年の年末調整では、税制改正を受けて、
所得控除やいわゆる「年収の壁」の見直しに
関連した被扶養者の収入確認方法等が変わ
ります。 



 

  

社会保険労務士法人パートナーズ・アルク 

はじめに 
2025 年 10 月、高市首相は厚生労働省および関連機関
に対し、労働時間規制の見直しを検討するよう指示しま
した。 
 
この指示は、現行の時間外労働（残業）上限や勤務時間
制度が「柔軟な働き方」や「人材活用」の障壁になって
いるという認識を背景にしています。以下、この労働時
間規制見直しについて現時点の情報を解説します。 
 
検討の対象 
現時点で、具体的には「残業上限規制」「裁量労働制・
フレックスタイム制等の拡大」「働き手の選択を尊重す
る勤務時間制度の整備」などが検討対象と報じられてい
ます。ただし「緩和＝無制限」というわけではなく、「心
身の健康維持」と「労働者の選択」を前提として、過労・
健康リスクに配慮しながらの慎重な議論が求められて
います。 
 
主な論点 
以下に、労働時間法制の規制緩和にあたって、現在議論
されている主な論点を整理します。 
 
1. 残業時間の上限規制の再検討 
現行制度では、働き方改革関連法により、原則として時
間外労働の上限は月 45 時間・年 360 時間と定められて
おり、特別条項付きの場合でも月 100 時間未満・複数
月平均 80 時間以内などの基準が設けられています。 
 
規制緩和の方向では、このような上限を柔軟化する、あ
るいは選択制を設けるといった検討が始まっています。
例えば、働きたい人がもっと働けるようにという観点か
ら、勤務時間の上限を引き上げたり、残業を含めた勤務
スケジュールの選択肢を増やしたりする案です。  
 

2. フレックスタイム・裁量労働・ 
高度プロフェッショナル制度の拡大 

時間に縛られない働き方を実現するため、フレックスタ
イム制や裁量労働（企画・管理型）・高度プロフェッシ
ョナル制度（高プロ）などの活用拡大も検討されていま
す。制度設計によっては、労働時間の管理手法を変える
ことで、「働く時間を本人が選べる」方向性が示されて
います。 また、報道では「年収要件」「専門性要件」な
どの要件緩和の可能性なども指摘されています。 
 
3. 副業・兼業・収入確保との関連性 
高市政権では少子化・人手不足対策の一環として、働き
手の収入確保やキャリアの多様化を意識しています。報
道では、「残業代が減ったために慣れない副業を余儀な
くされ、健康を損ねる可能性がある」といった観点から、
労働時間規制の硬直性を見直す必要性が語られていま
す。 こうした背景から、柔軟な労働時間制度を通じて、
収入・働き方の選択肢を広げるという政策意図がうかが
えます。 
 
4. 健康確保・過重労働防止とのバランス 
議論のなかでも特に重要なのが、「緩和＝⾧時間労働の
容認」ではないという前提です。高市首相指示の文言に
も「心身の健康維持」というキーワードが明記されてい
ます。専門家・労組側からは、これまでの過労死・過重
労働是正の流れを逆行させる懸念も示されており、制度
としては「自由な選択」と「健康・安全の確保」という
二つを両立させる設計が求められています。 
  
制度設計・運用実効性 
制度が形だけの「緩和」にならないよう、実務運用面で
の整備が重要でしょう。例えば、残業上限引き上げや高
度プロフェッショナル制度の「選択制」の導入時には、
本人の同意の「自発性」や「選択撤回の権利」の確保を
どのように組み込むかが重要になるでしょう。 

新政権による労働時間規制緩和 

の内容について 

高市内閣が組閣後早々に示した労働時間規
制の見直し方針について、どのような検討が
されているのか、現時点の情報を解説しま
す。 
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はじめに 
ChatGPT が瞬時に答えを出す時代、私たちは効率化の
波に飲み込まれ、「すぐ役立つ」情報ばかり追いかけて
います。しかし博覧強記の知の巨人として知られる著者
は、77 歳の今もあえて逆を行きます。一日 12 時間の
読書、風呂でもトイレでも本を手放さない姿には深い哲
学があります。 
 
偶然を味方にする「散木」の哲学 
著者は魚が好きで水産会社に入社しましたが、配属はコ
ンピューター部門。「3 日で辞めよう」と思ったそうで
すが、4 日目にデジタルの面白さに気づき、10 年近く
勤めることになったといいます。「来たバスには乗って
みる」この精神が人生を豊かにします。 
 
本書では中国の古典「荘子」の「散木」の話が紹介され
ています。建築に使いやすい木は若いうちに伐採されま
すが、曲がっていて役に立たないと判断された木は伐ら
れず、100 年後には神木として崇められる。流行りのス
キルはすぐ陳腐化しますが、ニッチな分野で積み上げた
経験は、時間とともに希少価値を生むのです。 
 
「0 点主義」で AI を超える 
本書が提唱する 0 点主義とは、失敗を恐れず未知の課題
に挑む姿勢を指します。100 点を目指す競争では多くの
人が消耗戦を強いられますが、誰も手をつけない 0 点の
分野なら独擅場を築けます。著者自身、妖怪研究や幻想
文学といった当時誰も関心がなかった分野を開拓し、
「帝都物語」350 万部のベストセラーにつながりました。 
 
AI は「何（What）」には答えられても「なぜ（Why）」
を問うことはできません。情報整理では人間は AI に勝
てませんが、「違和感」を感じ取る力は人間だけのもの
です。完璧を目指すより、0 点を恐れずに挑戦すること
で道が開けると著者は説きます。 

わからないことは「埋蔵金」になる 
「わからないことをわからないまま残しておくと、後に
埋蔵金となって活きてくる」と著者は指摘します。理解
できないことをすぐ片づけずに心の中に置くことで、後
に新しい発見へとつながるのです。批判的に読むのでは
なく、まず受け入れてから咀嚼するという姿勢が創造的
批判力を育てます。翻訳作業で辞書を引いても意味がは
っきりしない文章に出会ったとき、そのまま先を読み進
めると、後から出てきた情報で自然にわかることが多い
と著者は述べています。すぐに答えを出そうとする現代
に対し、「バカになる勇気」の大切さが強調されていま
す。 
 
アマチュア精神という最強の武器 
西洋では、利益を期待せず純粋に学ぶアマチュアこそが
尊敬されます。プロフェッショナルは金銭的成功を求め
ますが、アマチュアは好きだから打ち込みます。この違
いが⾧期的には決定的な差を生むと著者は説明してい
ます。「人生なんて死ぬまで恥のかき通し」という失敗
を恐れず、間違える権利を行使することが人間らしい知
的生活です。何かをあきらめることで、別の可能性が開
けます。「不人気なものの中から宝を見つけるには、何
でも食ってやるという精神が必要」という言葉に、⾧い
人生を支える知の姿勢が凝縮されています。 
 
まとめ 
本書は効率化に疲れた現代人への処方箋です。短期的利
益より⾧期的な知的資産を、他者の評価より自分の好奇
心を選ぶ生き方。経営においても、すぐ成果が出る施策
ばかりでなく、一見無駄に見える教養への投資が独自の
競争力となります。AI 時代だからこそ、人間にしかで
きない「無駄を楽しむ余裕」が最大の武器になるのかも
しれません。忙しい経営者にこそ、立ち止まって考える
機会を与えてくれる一冊です。 

すぐ役に立つものは 
すぐ役に立たなくなる 

著者：荒俣宏 

単行本:328 ページ 
出 版:プレジデント社 

価 格:1,980 円（税込） 



パートナーズ・アルク「働き方改革」支援ツール

1．クラウド管理システム（セルズドライブ）
の提供

顧問のお客様との連絡ツールです。社員各人のマイナン

バーも安全に管理できます。

２．セルズ「有給カレンダー」の提供 [無料]

2019年4月より年次有給休暇の取得義務化がスタート

しました。「有給カレンダー」はExcelベースなので使

いやすく法改正に沿った管理ができます。資料あり。

３．クラウドシステム「ジョブカン」割引

勤怠管理から給与計算までの連動した

システムです。「認定アドバイザー」

としてお客様には特別価格にてご案内可能

です。パンフレットあり。

４．採用応援サイト

IndeedやGoogle おしごと検索で上位表示を目指した

自社採用サイトを作成します。求職者が応募したくなる

求人情報の作成を御社を良く知る担当スタッフが行いま

す。

5．デライト式カード研修

承認力を身につけ実践する『承認カード』、社員の持ち
味を見える化する『持ち味カード』、社会人基礎力を身
につける『ビジネスマナーカード』を使いエース社員を
育てる研修を「デライト式認定講師」のアルクスタッフ
が行います。

6．４回でオリジナル人事制度が作れます

社長の想いをとことんお聴きしてオリジナル
の評価制度・賃金制度を作ります。
深刻な人手不足の時代なので社員を育てて
定着する組織を目指しましょう。
（50名までの会社向けです）

７．「社労士診断認証マーク」の取得を

お手伝いします

年に一度の企業の”健康診断”として人事
労務のチェックをすることで「人を大切に
する企業」を掲げます。
まずは「職場環境改善宣言」から始めましょう！

※4、5、6は現在説明会実施中です。

お気軽にお申込みください。

「日々お役立ち、お付き合い末永く」
を理念に、トータルサポートに

邁進いたします。

社会保険労務士法人パートナーズ・アルク

〒277-0005 千葉県柏市柏2-7-23 コササビル２F

代表社員 特定社会保険労務士 川村 由里子
電話 04-7192-8391  FAX 04-7192-8392
Mail : staff@gogo4864.jp

URL : http://www.gogo4864.jp



9月：スタッフ堀田（ほった）が勤続10周年！スタッフ全員で

事務所近くの「カキ小屋」で祝杯をあげました。入社の際に思い

切ってスカウト？！した方です。今こうして彼女が幅広く活躍し

ている姿に心から嬉しく思っています。

11月：オンラインセミナー『人事労務110番』開催。弊社の顧

問弁護士であるよつば総合法律事務所の大友先生に登壇いた

だきました。

2025年 年末号

8月：恒例行事『夏

のキ ッズデー 』開

催！今年は女子高

生と女子大生の優し

いお姉さん達がボラ

ンティアとして仕切っ

てくれました。これも

恒例になるとよいな。

10月：NPO法人スマイルクラブ様

主催の『異世代交流バレーボール体

験会』にスタッフ新保と一蝶が親子で

参加しました。元オリンピック選手の

石島雄介選手を見上げてお子さん

達も喜んだようです。

4月：4月1日付で法人化に伴い「お客様とともに歩くパート

ナー」を目指すべく事務所名を「パートナーズ・アルク」と変更し

ました。しばらくは「かしわろうむ…」と言い間違えないよう受話器

に付箋を付けていました(笑)

【お客様とあるく日々】 4月：スタッフ新保（しん

ぼ）が勤続10周年！ドレ

スをまとい約1年間準備

を重ねたという名曲をピア

ノで披露してくれました。

アスリートだけでない彼女

の多才さに感動しました。

2月：スタッフ外塚（とつか）入社。最年少スタッフを迎え平均

年齢が少し下がりました(笑)“シスター”に岩島が任命されました。

月いちランチなどで業務外でも1年間フォローしています。

新社名とロゴマークは覚えて頂けましたか？

『ゴッツ』の愛称で親しまれる石島選手と
パチリ♪ご指導ありがとうございました！

今年も一年間大変ありがとうございました。人材不足の状況

において、既存社員がいかに定着して能力を発揮できるか、そ

れぞれの現場の課題を後回しにせず、一歩ずつ改善したいもの

です。少しでもお困りのことがありましたらご相談ください。すぐに

駆け付けます！(笑)

来年も引き続きお力になれますようスタッフ一同頑張ってま

いります。どうぞよいお年をお迎えくださいませ。

特定社会保険労務士 組織心理士 川村由里子

【仲間とあるく日々】

8月：THEお盆に事務所天井からの水漏れ騒動発生 復旧

まで時間がかかり皆たいへんでした…(-_-;)

【番外編】

総勢30名で盛り上がりました！

思わずウルッときちゃいました♡

随時：多くのお客様の会社へ足を運び『社員説明会』を開催

しました。中小企業の現場に詳しい社労士が直接説明すること

で、社員さんがより前向きに働けるよう願いつつ…気合を入れて

います。

11月：講師笹村による

『ハラスメント防止セミナー』

（集合型）を2回開催しまし

た。参加者からは、『自己を

客観視することができた』と

いうありがたいお声をいただ

きました。




